木造住宅耐震診断員派遣事業　申請時確認表
	申請者（所有者）名
	
	市確認者
	

	連絡先
※日中に連絡の取れる番号
※メールアドレス可
	(電話番号)
(e-mail)


＜事前確認項目＞
	対象住宅について
	確認欄

	
	申請者
	市確認

	１
	市内にある一戸建ての住宅であること。
	
	

	２
	昭和５６年５月３１日以前に着工されたもの
	
	

	３
	在来軸組工法、枠組壁工法又は伝統工法で建築された木造住宅であること。
	
	

	４
	階数が3以下のもの
	
	

	５
	併用住宅の場合は、居住の用に供する部分の床面積が、延床面積の１／２以上占めること。
	
	

	６
	昭和56年6月1日以降に増築がないこと。
※増築がある場合は、対象外となる場合があり
	
	

	申請者について
	確認欄

	１
	対象となる住宅を所有する者である。
	
	

	２
	市税を滞納していない。
	
	

	３
	暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第6号に規定する暴力団の構成員でない。
	
	

	４
	同一の住宅で、過去に本事業に対する制度を受けていない。
	
	

	５
	他に所有する住宅で、本年度に本事業に対する制度を受けていない。
	
	


＜申請書類＞
	提出書類
	指摘事項等
	確認欄

	
	
	申請者
	市確認

	１
	周南市木造住宅耐震診断申込書
	
	
	

	２
	付近見取図（地図）
	
	
	

	３
　
	住宅の現在の所有者と建築時期が
分かる書類
	
	
	

	
	・登記事項証明書　　・建築確認済証
・固定資産税（土地・家屋）課税明細書
・固定資産税名寄帳の写し
	
	
	

	４
　
	滞納の無いことの証明書の原本
（申請月に発行されたもの）
	
	
	

	
	※課税課、市民課、各総合支所、支所で申請できます。
※この書類は省略することができます。詳細は案内冊子、HP等をご覧ください。
	
	
	



